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研究要旨 

在留外国人統計によると「無国籍」の 15 歳未満の児童が激増している。1990 年の 15 歳

未満の「無国籍」の子どもは 133 人であったが、2001 年には 1,011 人となっている。これ

は「無国籍」者総数 1,941 人の 52.1％に及ぶ。中でも学童期に入る５歳～9 歳の子どもは

1990 年の 29 人から 2001 年 384 人と 13 倍以上に増加している。しかし、この数字は外国

人登録された「無国籍」国籍の数である。どこにも登録されていない無国籍状態の子ども

は、オーバースティの人口、居住年数から推測して 2 万人以上はいると考えられる。 

そこで本研究では、関西地域在住の無国籍状態にある不就学の子どもに焦点をあて、そ

の生活実態を明らかにするとともに、その人権状況を国際人権法にのっとって分析した。 

その結果、オーバースティ状態にある外国人の定住化に伴って、新たな子どもの問題が生

じていた。在留資格を持たない父母と、どこにも登録されていない子どもたち、親ととも

に移住してきた子どもの問題は、これまでのような大人の労働条件などの就労面に留まる

事なく、子どもの保育、教育、就労問題など実生活のさまざまなところに広がっていた。 

さらには親の在留資格を起因とした、子どもの日本からの退去強制送還とそれに伴う

「収容」という最も人道上憂慮すべき事態が発生していた。無国籍状態であることから生

じる問題は、次世代の子どもが心身ともに健全な人として成長してゆく環境に深刻な影響

を与え、国際人権法上子どもの人権が極めて憂慮される状態が明らかとなった。 

 

 

Ａ 研究目的 

 

オーバースティ人口の定住化に伴って、

外国人の抱える問題はこれまでのような労

働条件などの就労面に留まる事なく次世代

の問題、すなわち子どもの出生、成育、教
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育環境等さまざまな分野にまで広がって来

ている。日本における無国籍状態の子ども

たちは、オーバースティ女性の人口、居住

年数から推測して 2 万人以上はいると考え

られる（詳細は後述する）。 

子どもたちは心身ともに健全な人としての

成長してゆくための環境下で生活できない

状況で著しく人権が侵害されていることが

推測される。 

そこで不就学状態となった子どものケ

ースから、その教育、就労実態を明らかに

するとともに、国際人権法「国際人権規約」、

「児童の権利条約」等に照らし合わせ、子

どもの人権保障についての考察を行った。 

 

Ｂ 研究方法 

 

１．調査対象と方法： 

 

1999 年から 2002 年までに、主に関西地

域を中心として、ＮＧＯが無国籍状態にあ

る子どもに関する相談を受けた具体的ケー

スのうち人権問題が深刻と思われる 13 ケ

ースの内容分析（Content Analysis）を行

った。これらケースすべての子どもの親は、

調査の時点で正規滞在ではなかった。 

 

２．調査期間：平成 14 年４月から平成 15

年２月  

 

Ｃ 結果 

 

１． 無国籍状態にあり不就学となった子

どものケースの内容分析 

 

①日本における教育保障制度についての十

分な情報がなく、親が学校に行くことが出

来ないと思っていた、あるいは行かせず労

働していた子ども 

【ケース１】 

７歳、男児、父・母の３人暮らし：在留資

格がないことで、両親が学校への編入が認

められないと思っていた。 
 Ｏ市において、日中小学校の回りをうろ

うろしている外国人の子どもが地域の民生

委員によって報告された。市教育委員会が

通訳を派遣し、聞き取ったところ、両親は

メキシコから働きに来ており短期滞在の在

留資格が切れていた。7 歳の幼児は昼間は
家にいるように両親に言われていたが、近

くで子どもの声がするので家を抜け出し学

校を覗いていた。両親は在留資格のない子

どもは公立学校への就学ができないと思っ

ていた。教育委員会の説明を受け、子ども

は無事就学。校区の 1年生に編入した。 
【ケース 2】 
９歳、女児、妹、弟、父・母の５人暮らし：

親が乳幼児を預ける施設にアクセスできず、

長女が幼いきょうだいの世話をみている。 
 Ｏ市において、0 歳と 3 歳の乳幼児を預
ける公的な施設に行くことができず、9 歳
の姉が日中 2人の面倒をみるために家に滞
在し、家事労働を行っている。学校からの

働きかけがあったが、母親が子どもを学校

に編入させることを拒否した。 
【ケース 3】 
14歳、女児、1人暮らし：学校に行かず就
労している。 
 Ｈ市において、中学校へ行かず職場（親

と同じ職場）で軽作業を手伝っている。 
教職員などが働きかけにいったが、「日本語

の授業はわからないし、将来日本にいられ

ないから働きたい」と本人が主張している

状態である。 
 これらのケースはいずれも、日本におけ

る教育制度についての十分な情報が得られ

ないために、当事者側から遮断しているも

のである。特にケース２およびケース３で

は、児童が就学せず、家庭や社会で労働力

として使われている。また、それを本人が
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納得してしまうような家庭環境等があり、

子どもが学校教育・社会との接点もなく放

任されたままになっている。さらに日本の

公立学校では、日本語以外の言語（母語）

で教育を受ける事ができないということも

その要因となっていることも注目したい。 
 

②学校教育現場に受け入れられたにも関わ

らず、本人の強い意思に反して教育を受け

つづけることができなかった子ども 

日本の学校に受け入れられたにも関わ

らず、本人の意思に反して教育を受けつづ

けることができないと言い渡された外国人

の子どもたちがいる。現在、大阪を中心に

把握されている数だけでも 50 人近くに上
る。彼らは「日本で学びたい」という内容

の手紙を、2001 年 6 月スイス・ジュネー
ブで開かれている子どもの権利委員会にＮ

ＧＯを通じて届けた。以下のケースでは当

時彼らが書いた手紙の内容である。（滞在年

数と学齢については 2003年 2月現在） 
【ケース４】 
１３歳、男児、父・母の４人暮らし、在日

7年 Ｉ中学校 1年： 
  「私は二年生の時に日本に来ました。今
はもう六年生です。日本に来て本当にうれ

しかったのです。大好きな友達や大好きな

先生と出会うことが出来て本当によかった

のです。でもやっぱり言葉がわからないと

友達と話する事もできないのです。まだ、

言葉の原因でいつもけんかしたりしました。

四年間の頑張りで今ではもう言葉も覚えて

みんなとも仲良くしてきたし、本当に今の

生活がとても満足しています。でも一月一

日に入国管理局調査部から手紙がきて、家

族そろって出頭してくださいと書いていま

した。話を聞いて私は本当にこわくなって、

なんともいえないぐらいつらかったのです。

せっかく日本に来て、言葉や生活に慣れて

きたのに、今中国に帰ったら漢字もわから

ないし、言葉もほとんどわすれているし、

どうやって生活するっていうのー私もどう

やって答えかわかりません。でも、やっぱ

り一番の理由は大好きな友達や大好きな先

生と離れることです。これを思うと私はい

つもなみだがこぼれました。また、四年間

の頑張りとこれからの夢が全部消えてしま

います。日本にきた時もう一からやり直し

たのにもう一回やり直してっていってもも

う無理なんです。また大学入ってその大学

でいろいろな日本経済について勉強して卒

業してから就職して今まで勉強してきたこ

とを生かして社会にだけではなく日本で役

立つような仕事をして、役に立つ人になり

たいのです。児童人権委員会のみなさま、

おねがいします。私は本当に日本にいて自

分の未来をつくりあげていきたいのです。

どうか私を支えていってください。」 
【ケース５】 
１６歳、男児、姉、父・母の４人暮らし、

在日 6年 Ｉ工業高校 1年： 
「僕は五年前に来ました。長いようで短

かった五年間ですけど、ぼくはこの五年間 
いろいろとぼくなりに頑張ってきました。

僕は小さい時から日本に来ましたので、中

国でのことがほとんど全部忘れてしまいま

した。今のぼくにとっては、日本にいるこ

とじたいがすっごくあたりまえのようにな

ってきて違う意味でも、自分の故郷でもあ 
ります。僕は最初日本にきた時、日本語を

しゃべれなくて、友達ができない時期もあ

りました。でも今は違います。僕は日本語

をごく普通にしゃべれて、友達と一緒にサ

ッカーなどして、遊んだりします。ぼくは

その友達が大好きです。日本が好きです。

けどその中の一つは僕はもし中国に帰った

ら、そこでの友達がいません。もちろん友

達だけではなく、僕、最初に日本にきた時

みたいに一から中国語を勉強したり、中国

での生活習慣や学校といろいろな問題がい
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っきに僕に向かってきます。僕は何かを分

解してまた作り直すのが好きです。だから

高校を受ける時は工業高校を受けると思い

ます。もちろん、将来大学へ行って普通の

サラリーマンになって機械関係の会社で働

いて、一般市民としての税金を払って普通

に生活していきたいと思います。夢がない

ように見えるのですけど、でもこれが僕の

夢です。」 
【ケース６】 
１７歳、女児、弟、父・母の４人暮らし、

在日 6年、Ｉ高校 3年： 
「私は家族といっしょに日本に来て、も

うすぐ六年になります。現在 I 高校に通っ
ています。今年高二になりました。中国に

いる時、私は小学校 3年生で、弟は学校に
いっていませんでした。最初はぜんぜん日

本語がわからなくて、なにやってるかもわ

かりませんでした。でも、先生は一生懸命

教えてくれました。そのおかげもあって、

今は普通に日本の友人としゃべることがで

きて、違っている所も多いのですが、でも

いちおう自分の気持ちを文章化することが

できるようになりました。でも返って中国

語がちょっとあやうくなりました。家にい

る時中国語と日本語を交ぜた感じで親と話

しています。完全な中国語で話すことは出

来ない状態になっています。弟はもう簡単

な単語も話すことができないです。去年の

一月一日に入国管理局から家族全員出頭す

るように命じられて、本当にこわくてもう

どうしたらいいかもぜんぜんわからなくて、

最初私はもうこんなことになった以上、絶

対にみんな相手にしてくれないだろうと思

っていました。でも、私が思っている事と

正反対にみんな、できることをやったらと、

そういう感じで手助けしてくれました。本

当にすっごくうれしかったです。今中国に

帰ったら私いったいどうやって生活してい

ったらいいかわかりません。私は念願の公

立高校に無事入学でき、もちろん将来大学

へ進学したいと思っています。なぜ進学し

たいかというと、私、将来語学の生かした

仕事につきたいと考えています。弟は機械

などに関心を持っているので、多分高校受

ける時、工業高校を受けると思います。児

童人権委員会のみなさん、私たち家族全員

日本が好きなのです。先生、友達、環境な

どがとても好きなのです。私は日本で日本

人と外国人の間に入ってその人たちの気持

ちを相手に伝える仕事がしたいです。友達

等と離れたくないです。私中国に帰りたく

ないです。やっとの思いで日本の子どもた

ちと一緒に普通に勉強することができます。

言い方を変えると、やっと日本の子どもた

ちにおいつけましたということなのです。

私も家族全員も日本がすっごく好きで、中

国に帰りたくないです。お願いします。私

たちの家族全員が日本にのこれるように助

けてください。お願いします。」 
【ケース７】 
１３歳、女児、父・母の３人暮らし、在日

8年 N中学校１年生： 
 「私は 3歳のとき日本へ来ました。私は
最初ここどこだろう？ってずーっと思いま

した。それから日本語をおばさんとかに教

えてくれました。幼稚園に入って友達もい

っぱいできて 1年生になりました。日本の
こともだんだんわかってきました。私のお

母さん、お父さんは私のためにここまでが

んばってくれすごく感謝しています。私は

そのお返しに中学校に入って高校に入って、

高校でもがんばって大学に行きたいです。

私は日本で大学に行くまで勉強したいです。

私は日本人じゃないけどちゃんと自分は日

本人みたいになりたいって思います。私の

おばあちゃん、おじいさん、おばさん（す

べて日系ペルー人）にも感謝しています。

私はあなたたちに私の将来と希望をおまか

せします。わたしはまだ 11 歳ですけれど
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大学までいきたい気持ちは大きいです。私

は日本のことが大好きです。それで私は日

本にずっと住みたいです。お父さんたちに

も感謝しています。私のために何でもやっ

てくれて、あとあなたたちにも感謝します。

私の将来にかけてあなたに達にお任せしま

す。よろしくお願いします。」 
【ケース８】 
１７歳、男児、一緒にいた妹、父・母は帰

国して 1人暮らし、在日 8年、N高校 2年： 
 「僕は、両親と日本に来ました。小学校

の 5年生のクラスに入りましたが、初めの
うちは日本語がまったくわからず、先生や

友達のしゃべっている言葉が理解できませ

んでした。しかし、先生に日本語を教えて

もらい、少しずつ日本語もわかるようにな

りました。日本の生活にもなれて、日本人

の友達もいっぱいできました。楽しく暮ら

しています。今年の 4月から高校に進学し、
将来は日本の大学で勉強したいと思ってい

ます。しかし去年の 3月に悲しい出来事が
ありました。一家 4人が入管に摘発された
のです。日本に来て 5年目になります。中
国の学校は 3年間しか行っていません。日
本で学校へ行った期間のほうが長くなりま

した。中国の言葉もだんだん忘れて漢字も

あまりかけません。今は日本語の方が得意

になりました。ぼくの家の生活のすべては

日本にあります。日本の高校を卒業し日本

の大学に進学して将来は日本と中国の役に

立つような仕事をしたいと思っています。」 
【ケース９】 
１８歳、女児、姉と二人暮らし、一緒にい

た父・母は帰国、在日 6 年 T 高校 3 年、
2003年 K大学合格： 
 「母は私が 12 歳のときから心臓の病気
にかかり、治療をしても治りませんでした。

私たちの村でも日本に行くことが盛んにな

り、私の家族も希望に満ちた気持ちで日本

にやってきました。日本に来てから私は一

生懸命努力し、両親や親族らの期待と支え

を裏切らず、一番早く言葉のハンディーを

克服しました。毎日試験を受けるつもりで

精いっぱい勉強しました。私はよく家族や

親類らの病院の付き添いや仕事探しなどの

用事のため、学校を休み、病院や公の期間

へ通訳へ行くことで忙しかった。それから

家計の負担を少しでも軽くしたいためアル

バイトも始めました。とくに尊敬している

お父さんの負担を軽くさせたい思いでいっ

ぱいでした。2000 年 2 月、家族全員の査
証の延期手続きがなかなか下りず、父は母

と幼い妹、弟を連れて中国へ戻りました。

私は公立高校に合格し、日本に残り学業を

続ける決心をしました。なぜなら 3年前日
本に来るために学業を中断した大きな過ち

をもう二度としたくないからです。私は両

親と兄弟と離別し、生まれて一番大きな寂

しさを味わいながら姉と二人暮しをはじめ

ました。 
 今私は時々「在留資格」がないまま日本

に残っていることに罪悪感を感じ、さらに

卑怯、戸惑い、悲しみの気持ちに覆われ、

自信をなくしてしまいそうになります。で

も、私はできる限りの知識を身につけて、

将来社会に役立つ人間になりたいと思って

います。だから学校の勉強を積極的にやっ

ています。そして高校を卒業する願いを叶

えたいのです。」 
 ケース５、６、８、９は日本の高校へ通

っている。幼い時に、親の事情によって、

日本に連れてこられた子どもたちが、高校

進学を果たすことは容易なことではない。

また、親は子どもが就学するための努力を

してきた、それを全うしたいという希望を

強くもっている。そのため、家族と離別す

るリスクを背負いながら日本に残る道を選

んでいるケースもある。ケース８の父親は

2 年３ヶ月の収容後、2002 年 6 月に母親と

妹と帰国し、本人は学業を続けるために一

 189



人で生活をしながら高校に通っている。ま

た、ケース９は 3 年間姉と二人だけで生活

しながら学校に通い今年 K 大学経済学部に

合格した。しかし、大学に入っても途中で

退去強制される不安が大きく、彼女はこの

合格を辞退して帰国することを決意してい

る。 

 

③無国籍状態にある子どもたちが大学進学

を果たすケースが出てきた一方で、収容や

退去強制などの不安な生活を強いられてい

る子ども 

この数年間、日本で教育を受け続けるこ

とを望んで在留特別許可を求めている間に、

こうした子どもたちが大学進学を果たして

いるケースも出てきている。しかし一方で、

彼らが社会的に「子ども」と認められなく

なることで、収容や退去強制など自らの将

来に大きな不安を伴いつつ生活している。 
【ケース 10】 

１９歳、男、父・母、弟（中学１年生）と

の４人暮らし、在日 7 年 家族 4 人で来日

Ｋ大１年生（2002年にＫ大学に進学）： 
（以下本人によるＮＧＯ関係者への手紙） 

「日本にきまして、今年で 5年になりま
す。最初に日本にきた時、本当に慣れませ

んでした。同じ黄色い人種でも、言葉とい

う大きな壁が あったからです。人が言って
いることがわからないって何よりもつらい

ことだと思いました。何か聞かれたらどう

しようと思って、二ヶ月ほど家から出ませ

んでした。このままではいけないと思いま

したから。中学校に通うことになりまし た。
日本語がわからないままでは、日本人の子

と一緒に授業を受けることができませんか

ら、日本語教室に通うことになりました。

日本語教室の先生方たちはすごくやさしい

です。僕は初めて日本に来てよかったなと

思いました。少しずつ日本語を覚えていく

につれて、だんだんと日本の生活になじみ

ました。自分の実力を試したくて、高校入

学試験に挑戦しました。そして高校入試に

受かって、Ｓ工業高等学校に入りました。

高校生活はあまりおもしろくないですが、

就職にしても進学にしても成績はやはり大

事ですから。いつもトップ３を守ってきま

した。そろそろ進路を決めるとき に、ビザ
の問題で中国に帰らなければならないこと

になりました。僕はこのことを担任の先生

に相談しました。校長先生や学校の先生方

が、ぼくのために嘆願書を出してくれまし

た。僕は戸惑いました。『どうすればいい。

こんな時期に帰ったら、すべての努力が水

の泡となってしまう。ここであきらめてし

まったら、先生方を裏切ることになる。が、

こればかりは頑張ってもなんとかなるよう

な問題じゃない。逃げてはいけない。だけ

ど、何事もないように頑張ることもできな

い。』僕はこの葛藤に押しつぶされそうにな

っています。中国の学校を中退しました、

日本の高校に入って初めてやる気を出せる

ようになったのに、これからが夢を語る時

だというのに、道が途切れるなんて。後戻

りもできなくなってしまいます。僕は長い

間日本語の読み書きをしてきましたから、

中国語のやさしい本ならよめますが、書く

ことが出来なくなりました。もう僕にはも

う一回やり直す気力がありません。ですか

ら、僕はこのまま頑張って、日本の大学に

進学してもっとたくさんのものを勉強した

いです。ですから一度だけチャンスを下さ

い。」 
【ケース 11】 

20 歳、男、妹（18 歳）、父・母の４人暮ら

し、在日 12 年 H 短大２年生： 

 家族 4 人で来日。妹は高校 3 年生で不

登校。2003 年 2 月父親と共に入管施設に収

容。8 歳で来日し、日本の小・中・工業高

校を卒業後、技術関係の短期大学に進学し

ていた。日本の学校で 12 年間過ごしたため、
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中国語はほとんどわからない。家族をささ

えるためアルバイトをしていたが、アルバ

イト先のファストフード店では店長候補に

なっていた。経済的な問題もあり、短期大

学から 4 年生大学への進学の手続きを行わ

ずアルバイト先で就職を考えているところ

であった。又、妹は中学まで通名（日本名）

で学校に通っており、中国に対しての否定

的な感情を持っていたと考えられる。日本

語をあまり話さない母親には家の外で話し

かけないでほしいと頼んでいた。2002 年、

家族全員が日本国籍取得を希望し帰化手続

きを行った際に在留資格に問題が発覚、退

去強制命令が出された。 

この直後より、この妹は学校にいかず、

家から外にでない「ひきこもり」状態が続

いていた。収容された日も家族で出頭する

よう要請されていたが、妹だけは家から出

ることができなかった。妹は「退去強制」

の事実を受け止めることができず、ショッ

クのあまり食事もろくにとらず、部屋に引

きこもった。入管職員が出向くと部屋の中

から 1 人バリケードを作って立てこもった。 

【ケース 12】 

19 歳、男、父・母、妹２人（4 歳・0 歳）

の５人暮らし、在日 5 年 S 大 1 年生： 

 家族のうち、本人のみ 2003 年 2 月に入管

施設に収容される。父親は足が悪く、大た

い骨の手術を受けて股関節に人工骨を入れ

ている。日本に来てからも具合が悪く仕事

に付いていない。母親は病気の父親の世話

をし、4 歳と 0 歳の子どもを抱えながら働

いている。本人が日本で進学できることが、

家族のたっての願いであったが、昨年Ｓ大

学の経済学部に進学、大学進学と同時にＴ

国際交流協会で中国の子どもたちのための

事業を担うための研修生として週 1 回働い

ていた。収容の際に父親は家族全員を収容

するように希望したが、父親の健康状態や

0 歳の乳飲み子がいることも考え、本人が

一人で収容されることを申し出た。 

【ケース 13】 

20 歳、男、父・母、妹の４人暮らし、在日

9 年 S 大 1 年生（母親が残留婦人の養女）： 

中国残留婦人の祖母に伴ってその子ど

もの家族全員が来日。2000 年母親の家族の

み退去強制命令が発布。2002 年 8 月父親と

共に入管施設に収容された。（以下ケース本

人によるＮＧＯ関係者への手紙）「ぼくは

12 歳の時、祖母が日本人というわけで、両

親に連れられて、日本という国に足を踏み

入れました。そして日本語というハンディ

キャップを持ちながら日本の小学校に入り

ました。あらたな環境で色々困難を乗り越

えて、現在大学に進学し、経済学を学んで

います。2 年前に母と祖母の間に血縁関係

がないという事実を聞かされて、とても複

雑な心境になり、さらに強制送還されるか

もしれないことを聞き、ショックを受けま

した。血がつながっていなかったとはいえ、

僕が生まれる以前から母が祖母の養女にな

っていたので、ぼくはいままでずっと本当

の祖母として過ごしてきた。これからもも

ちろん本当の祖母以上に親しんで行きたい

です。このまま日本で勉学し、生活したい

を実現しようと特別在留許可を申請したが、

8 月 21 日に認められなかったといわれ、収

容された。それはぼくのハタチの誕生日だ

った。もうしばらくすると大学の講義が始

まります。今さら中国に返されても重大な

ことに学校に行けなくなります。ぼくの将

来の夢をぶち壊されることになります。ぼ

くにとっては日本で生活することは不可欠

なことであって、これからも日本でできた

生涯の友達とともにキャンパスライフを過

ごし、幅広い知識を身につけ、将来日本と

中国の架け橋になるような仕事がしたいで

す。」 

ケース 11～13 は、19～20 歳で学業中（大

学在籍途中）で収容されている。いずれの
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子どもたちも収容施設の中から、講義を受

け単位を履修できない環境の中で、教育を

受け続けさせてほしい旨を強く訴えている。

専門的知識の習得、社会参加を広げるため

の大学進学と学業の継続希望は発達段階に

合せて出てくる自然な人間の欲求である。

また、無国籍状態の子どもが、大学進学を

果たしたこと事態が、血のにじむような努

力を家族でしてきた結果である。 

日本社会の中で育ってきた彼らが、19～

20 歳になってから突然拘禁されることは、

学業を中断されるだけでなく、友人や先

輩・恩師など人生の中でも重要な人間関係

を築きあげていく機会を空白にさせられて

いるともいえる。心的ショックは計り知れ

ない。 

 

２．国際人権法と日本における無国籍状態

にある子どもの人権 

 

 本調査で得られた、13 のケースそれぞれ

がいかなる国際人権法に抵触しているかの

検討を行った。その結果、以下の条約に抵

触すると考えられた（表１、資料１）。 

 

①ILO 条約第 138 号最低年齢条約 1973 年： 

ケース２，３ 

・第２条【最低年齢の明示】 

加盟国は、批准に際して付する宣言にお

いて、自国の領域内及びその領域内で登

録された輸送手段における就業が認め

られるための最低年齢を明示する。当該

最低年齢は、義務教育が終了する年齢を

下回ってはならず、また、いかなる場合

にも 15 歳を下回ってはならない。 

・第３条【健康、安全又は道徳を損なうお

それのある業務】 

 年少者の健康、安全又は道徳を損なうお

それのある業務については、就業が認め

られるための最低年齢は、18 歳を下回っ

てはならない。ただし、関係労使団体と

協議した上で、年少者が適切な指導又は

職業訓練を受けたこと等を条件として、

16 歳からの就業については、国内法令又

は権限のある機関により認めることが

できる。 

 

② 子どもの権利条約（児童の権利に関す

る条約）1994 年：ケース１～13 

・第 2 条【無差別の確保】 

１ 締約国は、その管轄の下にある児童

に対し、児童又はその父母若しくは法定

保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗

教、政治的意見その他の意見、国民的、

種族的若しくは社会的出身、財産、心身

障害、出生又は他の地位にかかわらず、

いかなる差別もなしにこの条約に定める

権利を尊重し、及び確保する。 

・第 3 条【最善の権利の確保】 

1 児童に関するすべての措置をとるに

当たっては、公的若しくは私的な社会福

祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関

のいずれによって行われるものであって

も、児童の最善の利益が主として考慮さ

れるものとする。  

・第６条【生命の権利ならびに生存および

発達の確保】 

2 締約国は、児童の生存及び発達を可

能な最大限の範囲において確保する。 

・第９条【父母からの不分離の確保】 

1 締約国は、児童がその父母の意思に反

してその父母から分離されないことを確

保する。 

・第 11 条【不法な国外移送の防止】 

1 締約国は、児童が不法に国外へ移送さ

れることを防止し及び国外から帰還する

ことができない事態を除去するための措

置を講ずる。 

・第 12 条【意見を表明する権利】 

1 締約国は、自己の意見を形成する能力
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のある児童がその児童に影響を及ぼすす

べての事項について自由に自己の意見を

表明する権利を確保する。この場合にお

いて、児童の意見は、その児童の年齢及

び成熟度に従って相応に考慮されるもの

とする。  

2 このため、児童は、特に、自己に影響

を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手

続において、国内法の手続規則に合致す

る方法により直接に又は代理人若しくは

適当な団体を通じて聴取される機会を与

えられる。 

・第 28 条【教育についての権利】 

1 締約国は、教育についての児童の権利

を認めるものとし、この権利を漸進的に

かつ機会の平等を基礎として達成するた

め、特に、  

（a） 初等教育を義務的なものと

し、すべての者に対して無

償のものとする。  

（b） 種々の形態の中等教育（一

般教育及び職業教育を含

む。）の発展を奨励し、す

べての児童に対し、これら

の中等教育が利用可能で

あり、かつ、これらを利用

する機会が与えられるも

のとし、例えば、無償教育

の導入、必要な場合におけ

る財政的援助の提供のよ

うな適当な措置をとる。  

（c） すべての適当な方法により、

能力に応じ、すべての者に

対して高等教育を利用す

る機会が与えられるもの

とする。  

・第 37 条【拷問および死刑等の禁

止ならびに自由を奪われた児童

の取り扱い】 

（b） いかなる児童も、不法に又

は恣意的にその自由を奪

われないこと。児童の逮捕、

抑留又は拘禁は、法律に従

って行うものとし、最後の

解決手段として最も短い

適当な期間のみ用いるこ

と。  

 

③ 市民的及び政治的権利に関する国際規

約（国際自由権規約）1989 年：ケース 11

～13 

・第 10 条【自由を奪われた者の取り扱い】

1 自由を奪われたすべての者は、人道的に

かつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱

われる。 2 (b)少年の被告人は、成人とは

分離されるものとし、できる限り速やかに

裁判に付される。  

 

④ 経済的社会的および文化的権利に関す

る国際規約（国際社会権規約）1989 年：ケ

ース１～13 

・第 13 条【教育についての権利】1 この規

約の締約国は、教育についてのすべての者

の権利を認める。締約国は、教育が人格の

完成及び人格の尊厳についての意識の十分

な発達を指向し並びに人権及び基本的自由

の尊重を強化すべきことに同意する。更に、

締約国は、教育が、すべての者に対し、自

由な社会に効果的に参加すること、諸国民

の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の

間の理解、寛容及び友好を促進すること並

びに平和の維持のための国際連合の活動を

助長することを可能にすべきことに同意す

る。 

 

⑤ あらゆる形態の人種差別の撤廃に関 

する国際条約 1995 年：ケース 1～13 

第 5 条【法の前の平等】第２条に定める基

本的義務に従い、締約国は、特に次の権利

の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別
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を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮

膚の色又は民族的若しくは種族的出身によ

る差別なしに、すべての者が法律の前に平

等であるという権利を保障することを約束

する。他の市民的権利、特に、i）国境内に

おける移動及び居住の自由についての権利 

（ii）いずれの国（自国を含む。）からも離

れ及び自国に戻る権利 （iii）国籍につい

ての権利  （e）経済的、社会的及び文化的

権利、特に、 （v）教育及び訓練について

の権利 （vi）文化的な活動への平等な参加

についての権利  

 

D 考察 

 

１．児童の権利条約と子どもの退去強制 

 

 児童の権利条約第３条（子どもの最善の

利益）の１、同条９条の趣旨をふまえるな

らば、退去強制手続には、条約にのっとり

人道的配慮がなされるべきである。 

近年、日本に在留資格がない家族であっ

ても、その子どもが一定年日本に在留し、

日本の学校に就学している場合には、その

実情を判断し、法務大臣の裁決の特例によ

って在留資格が認められているケースも出

てきている。これは、法務省が単に、入国

管理法違反かどうかだけでなく、人道的配

慮も勘案しながら、在留を希望する理由、

家族状況、生活状況、素行等の緒般の事情

を考慮されて判断したケースといえる。 

しかし、本調査であきらかとなったケー

スの中には、「児童の最善の利益」の観点か

らも総合的に判断して、在留許可が出され

ることが充分可能なケースであるにもかか

わらず「退去強制」が執行されていた。 

 

２．退去強制と各国の判例１）２）  

 

近年、注目すべき判例を述べる。  

1999 年 7月 9日カナダ連邦裁判所が下し

た「Baker 判決」では、超過滞在である B

氏(子ども４人はカナダ国籍)に退去強制と 

いう決定を、「子どもの最善の利益」を援用

し、取り消した。カナダはその後、移民法

を改正している。 

ニュージーランド最高裁判所は、1993 年

12 月 17 日、子どもと家族を残して退去強

制命令を出された男性の司法審査請求であ

るタビタ事件判決において、自由権規約と

児童の権利条約９条を援用し、当局が退去

強制命令を執行するか否かを検討するさい

にはこれらの条約を考慮すべきであるとし

て、当局に再審査を求めている（Tavita 事

件）。 

オーストラリアの最高裁判所は、1995 年

4 月 7 日、子どもと家族を残して退去強制

命令を出された男性からの司法審査請求で

あるテオ事件判決において、特に児童の権

利条約第３条の規定を援用し、当局が子ど

もの最善の利益を主たる考慮事項としてあ

つかうに正当な期待が生じているとして、

当局による再審を求めている（Teoh 事件）。 

 以上、子どもの退去強制にあたっては、

児童の権利条約を考慮すると同時に、それ

に伴う入国管理法の改定も視野にいれるべ

きである。 

 

３．無国籍状態にある子どもの教育へアク

セスする権利 
  
特に日本の学校現場においては、外国人

登録をしていない外国人の子どもが編入す

ることを拒否する（外国人登録を前提条件

として受け入れる）教育委員会が少なくな

い。しかし、大阪を中心とした関西地域、

特に在日韓国・朝鮮人児童生徒を受け入れ

てきた自治体の教育委員会では、歴史的に

も在留資格と教育を連動させず、教育分野

を担う公務員は目の前の子どもを守るとい
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う立場をとってきた。就学時に必要な事項

は外国人登録票の年齢と居住地を確認する

住民票以上の役割はない。市町村の教育係

にあたる担当者がその認識を登録票に代わ

るもので済ませ、子どもの「学ぶ権利」を

最優先にしてきた。最近の教育基本法見直

しの場面でも議論されているように国際的

にも重要視され、かつ子どもの権利委員会

からも勧告されているように、学校教育基

本法第 4 条「国民はその保護する子女に 9
年の普通教育を受けさせる義務を負う」に

関しては、すべての子どもの教育を受ける

権利を保障するという読み替えの傾向があ

る。さらに学校事務で広く使われている就

学事務の手引きには不法在留外国人子女の

就学について言及されており、法令上外国

人の就学を禁止する規定はないので、外国

人登録していない場合も子どもが存在する

のであれば、就学の機会を逸する事がない

ように就学案内をだすべきであるとされて

いる。 
 名古屋市教育委員会では、2002 年 2 月
に名古屋市教育長名で、各区・支所長宛に

「外国人の就学許可」にかかる事務取り扱

いの改正についての通知をし、就学許可基

準について子どもの教育を受ける権利・人

権に配慮し、まず、受け入れることを前提

とする基本的な考え方を示した。 
 

４．統計に見る無国籍状態にある子どもの

現状 

 

１）急増する「無国籍」者の子ども 

法務省在留外国人統計３）によると、2001

年末の「無国籍」者の総数は 1,941 人であ

る。15 歳未満の子どもは 1,011 人（52.1％）

を占め、その内０～４歳の子どもは 555 人

（28.6％）、５～９歳は 384 人（19.8％）、

10～14 歳は 72 人（3.7％）である。15 歳以

上は 930 人（47.9％）である（図 1）。 

1990 年からの「無国籍」者の年齢別推移

をみると、1990 年の総数は 1,476 人であっ

た。15 歳未満の子どもは 133 人（9.0％）、

０～４歳の子どもは 74 人（5.0％）、５～９

歳は 29 人（2.0％）、10～14 歳は 30 人

（2.0％）であった。15 歳以上は 1,343 人

（91.0％）であった。1990 年からの 2001

年まで総数では 465 人の増加がみられたが、

15 歳以上の「無国籍」者は 1,343 人から 930

人と 30.8％の減少が見られた。一方、15

歳未満の子どもの数は 133 人から 1,011 人

と 7.6 倍 660.2％に増加していた（表２）。

中でも学童期にある５～９歳の子どもの数

は 29 人から 384 人へと 13.2 倍 1,244.1％

に激増していた(図２)。 

 

２）オーバースティ女性人口の推移 

法務省入国管理局の統計４）によると、

2002 年 1月 1日現在のオーバースティの外

国人は 224,067 人と推計されている（統計

は外国人が提出する入国記録、出国記録を

電算処理して得た数であるため、正確に表

すものとは言い難いが概数を示しているも

のである）。その内女性は 105,945（47.3％）

人である。1990年 7月からの推移をみると、

1990 年の総数は 106,497 人、女性は

39,646(37.2％)であった。翌年から倍増し、

1993 年５月には 106,532 人となった。その

後、12 万人前後の人口で推移し 1997 年の

127,047 人をピークに年々減少傾向にある

も 1993 年以降、10 万人の人口を保ってい

る（図３）。オーバースィ女性が 10 万人以

上、約 10 年にわたって日本に暮しているこ

とから、約 2 万人の子ども存在すると推測

される。 

 

５．無国籍状態にある子どもに関する人道

上の問題 

 

１）無国籍状態にある子どもへの人権侵害 
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本調査によって、近年、日本において無

国籍状態にある子どもたちが急増している

こと、退去強制送還の対象となっている子

どもがいることが明らかとなった。 

児童の権利条約では、すべての子どもは

国籍（出身地）、在留資格を問わず、養育、

教育を受ける権利を有しているとあるが、

そのことが遵守されていない。また、これ

は日本が昭和 22 年に発効した児童福祉法

上の「すべての児童は、ひとしくその生活

を保障され、愛護されなければならない。」

という理念にも著しく反している。 

子どもは出生において親を選択して誕

生するのではない。それゆえに独立した子

どもとしての人権を有する。しかし親がオ

ーバースティの場合、子どもは「不法滞在

の子ども」「不法滞在」というレッテルを貼

られて、まるで「犯罪者」扱いをされてい

る。その最も顕著な例は親の在留資格を起

因とする「退去強制」の適用とそれに伴う

「収容」である。 

これは、現代日本における最も重大な子

どもに対する人権侵害、人道上の問題とい

わざるを得ない。 

 

２）子どものこころの危機的状況 

13 ケースすべての子どもについて共通

していた所見は、親の不利益、すなわち親

がオーバースティであるということから、

子どもの出生、成育、教育環境に深刻な影

響を与えていたということであった。 

退去強制の子どもたちは、突然に日常生

活、友人から隔離され、収容されている。

子どもの生活圏が「なかったもの」として

無情にも剥奪されていた。ＮＧＯの支援が

なければ、社会との接点もなく、本人たち

が声をあげる場所もなかった。 

これらのことは、子どもにとっての危機

的状況・トラウマである。強制的に拘禁状

況にされた子どもの恐怖心はどれほどのも

のであろうか。バリケードを作って 1 人、
立てこもった１８歳の少女の心の傷は計り

知れない。 
一般にマスコミ等でも、「親が外国から

来た子ども達」を「外国人」と呼んでいる

が、多くの子どもにとっては日本が出生国、

祖国である。日本社会で暮す限り言葉、食

事、文化もその影響を受けながら成長して

いく。日本人の友達も沢山できてくる。「外

国人」と呼んで枠をつくって扱っているこ

とには矛盾がある。 
統計からも明らかなように、オーバース

ティの親は定住化傾向にあり、子ども達は

地域社会の構成員として実際に誕生し、成

長している。地域住民・社会が、心身とも

に健全な生活を望むのであれば、同じ地域

を形成する住民として、全ての人の人間と

しての尊厳を守るべきである。すべての子

どもたちは、私たちの夢と希望であり、国

境を越えた人類共通の財産であり、その子

どもたちがもてる可能性をのびやかに発揮、

すこやかに成長できるような環境を創る責

任を大人は背負っているのではないだろう

か。 

 

D まとめ 

 

 本調査によって、日本が 1994 年に批准
発効した児童の権利条約に違反し、著しく

人権が侵害されている子どもの実態が明ら

かとなった。児童の権利条約は、すべての

子どもについて、保護の客体であるという

考え方から、人権の主体であるという考え

に転換させたことに意義がある。そして、

独立した人権の主体である子どもに対して、

出生･成育・教育環境などに関するすべての

措置について、子どもの最善の利益が考慮

されなければならないと唱われている。親

に在留資格上の問題があるとしても、子ど

もの教育を受ける権利は最大限に尊重され
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なければならない。 
地域で暮らす全ての子どもがその国籍

や在留資格を問われずに、その生存と発達

を最大限に確保され、その成長過程のあら

ゆる場面において最大の配慮と裁量を伴っ

た教育的処遇がなされることが求められて

いる。特に社会的に弱い立場におかれた子

どもに対する公的機関による処遇は、外国

人であっても、その人格が傷つけられない

ような最大の配慮が必要である。 
2002 年 5 月、ニューヨークで国連子ども

特別総会において、遠山文部科学大臣が日

本首席を代表して、ステートメント５）を行

っている。―子どもたちは、この世界に生

まれ出るとき、必ずしも同じ条件の下に生

まれてくるわけではありません。私たちは、

この世界を、私たちの夢と希望であり、国

境を越えた人類共通の財産である子どもた

ちがそのもてる可能性をのびやかに発揮で

きるようなものにしなければなりません。 

「未来への使者」であり、「未来の創造者」

である子どもたちの幸福のため、私たちは

共に考え、働こうではありませんか―であ

る。最終日には、子どもたちの生命・幸福

の確保に向けた国際社会の取組の促進を呼

びかける文書「子どもたちにふさわしい世

界（"A World Fit for Children"）」が採択

された。世界の子どもたちがその生命や尊

厳を脅かされることなく、子どもらしい生

活を送ることができる世界を創るために行

動しようという国際社会の強い意志が示さ

れたのである。 

日本国内においても、いま数多くの無国

籍状態にある子どもたちにもその理念が実

現されることを強く望む。 

 

 

 

 

 

E 提言 

 

１．基本的人権が保障されていない無国籍

状態にある子ども対して、人道的立場から

出生・成育・教育環境に関する包括的支援

とそれにともなう制度の見直しを行う。 

 

２．すでに明示されている国際社会が懸念

している子ども所見（資料１）について早

急に問題解決を推し進める。 
 
３．子どもの収容と退去強制措置を避け、

子どもが安心して就学できる環境を保障す

る。具体的には、日本に在住するすべての

子どもが在留資格や国籍の有無を理由とし

て公教育から除外されることがないように

整備を行う。また、在学中の子どもが家族

とともに収容の対象となった場合、学業継

続が可能となるように、保護者や家族の在

留特別許可を含めた制度の見直しを行う。 
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＜用語の説明＞ 

●外国人登録：日本では「出入国管理及び

難民認定法」（略：入管法）によって、外国

人の在留資格が決められており、さらに「外

国人登録法」によって、90 日以上日本に滞

在する場合（本邦で出生した場合は 60 日以

内）は外国人登録することになっている。

出国、帰化、死亡などによりその登録は閉

鎖される。但し、特例上陸許可者、外交官、

日米地位協定等に該当する軍人、軍属及び

その家族等は登録の対象とならない。 

●在留資格：在留資格は入管法別表第一（教

育、芸術、経営、短期滞在、留学等）、入管

法別表第二（永住者、日本人の配偶者等、

定住者など）に分けられる。「永住者」の殆

どは従来からの在日韓国・朝鮮人である。

「日本人の配偶者等」には、ブラジルを中

心とする南米出身の日系人と、日本人と婚

姻関係にある者とがある。 

●オーバースティ：超過滞在、無資格就労、

非正規滞在等の状態にある外国人をさす。

正規在留資格の期限が過ぎたオーバーステ

ィの外国人がほとんどで外国人登録してい

ないことが多い。「資格外就労」しているこ

とが多い。「日本人の配偶者等」の資格で日

本で暮していたが、離婚によってその資格

を失ったために在留期間が延長されない例

もある。 

●無国籍状態にある子ども：日本で子ども

が、どこにも届けられず、国籍を取得して

いない状態にある子どもをさす。親がオー

バスティの場合が多い。現在、このような

状態にある子どもは全国で約２万人と推測

される。よく間違えるのが「無国籍」の子

どもとの違いである。「外国人登録」「在留

外国統計」には国籍としての「無国籍」が

ある。「無国籍」とは、個人がどの国の国籍

も有していないことをいう。さまざまな事

情から「無国籍」という国籍になっている

人々が存在する。 

一例では、親の出身国が国籍取得において

「生地主義」をとっている場合、子どもが

日本で生まれた場合、日本では「血統主義」

であるため、子どもは両方の国から国籍を

認知されず「無国籍」となってしまう。 

●入国管理局：法務省入国管理局は、出入

国管理に関する事項、外国人の在留に関す

る事項、難民の認定に関する事項、外国人

の登録に関する事項、入国者収容所及び地

方入国管理局に関する事項を所管している。

地方入国管理局は、東京、大阪、名古屋、

広島、福岡、仙台、札幌、高松の全国８ヶ

所に設置されており、その下部機関として、

支局と出張所がある。入国管理局の職員は、

入国審査官、入国警備官、法務事務官に大

別されている。 
●在留特別許可：退去強制手続の過程で、

容疑者が法務大臣に対して異議の申出をし

た場合、法務大臣は、その異議の申出に理

由があるかどうかの裁決を行なう。その裁

決にあたって、異議の申出を行なった外国

人に、特別に在留を許可すべき事情がある

と認めたときは、その者に在留を特別に許

可する行政処分をいい、入管法第５０条に

規定されている。この在留特別許可は、法

務大臣の例外的かつ恩恵的措置であるとい

われ、容疑者の経歴、家族関係などの個別

的事情や、内外の諸情勢などを総合的に考

慮して判断するとされている。 
●退去強制：国家が自国にとって好ましく

ないと認める外国人を国家の強制力をもっ

て国外に退去させることをいう。入管法第

２４条では、不法入国者、不法上陸者、不

法残留者、刑罰法令違反者などの退去強制

事由に該当する者を明記している。また、

退去強制の手続については、入国警備官の

違反調査、入国審査官の違反審査、口頭審

理と異議申出、退去強制令書の執行の各手

続がある。この退去強制手続の過程で、主

任審査官が発付する収容令書により、容疑
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者全員の身柄を拘束することができること

になっている。 
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表１ 国際人権法に抵触する無国籍状態にある子どもの13ケース 

 

国際人権法／ケース １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 

ILO条約第138号最低年齢条約 
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国際自由権規約 

          第10条 

           

● 

 

● 

 

● 

国際自由権規約委員会最終所見 

          10 

    

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

国際社会権規約 

          第13条 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

国際社会権規約委員会最終所見 

          13 

          32 

          60 

 

● 

 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

人種差別撤廃条約  

 第5条 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

人種差別撤廃委員会最終最終所見 

          15 

          16 

          19 

 

● 

● 

● 

 

 

● 

● 

● 

 

● 

● 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 ●印は各ケースが国際人権法に抵触する箇所 

 

 

 

 

 

 200



資料１ 日本における外国人の子どもに対する国際権利委員会の所見 

 

子どもの権利委員会の総括所見1998年6月5日  

35．委員会は、条約の一般原則、特に差別の禁止（第 2 条）、児童の最善の利益（第 3 条）及び児童の意見の尊重（第 12

条）の一般原則が、単に政策の議論及び意思決定の指針となるのみでなく、児童に影響を与えるいかなる法改正、司法的・

行政的決定においてもまた、全ての事業及びプログラムの発展及び実施においても、適切に反映されることを確保するため

に一層の努力が払われなければならないとの見解である。特に、嫡出でない子に対して存在する差別を是正するために立法

措置が導入されるべきである。委員会は、また、韓国・朝鮮及びアイヌの児童を含む少数者の児童の差別的取扱いが、何時、

何処で起ころうと、十分に調査され排除されるように勧告する。 

市民的及び政治的権利に関する国際規約自由権規約による総括所見1998年11月5日  

10.さらにとりわけ、委員会は、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うこ

とができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞

なく設置されることを勧告する。 

経済的社会的および文化的権利に関する国際規約に関する委員会の総括所見2001年8月30日 

13.委員会は、日本社会において、少数者集団、とりわけ部落及び沖縄コミュニティー、先住性のあるアイヌの人々、並び

に在日韓国・朝鮮の人々に対する、特に雇用、住宅及び教育の分野で法律上及び事実上の差別が存続していることに懸念を

有する。 

32.委員会は、少数者の児童が、公立学校において、母国語による、自らの文化についての教育を享受する機会が極めて限

られている事実について懸念を表明する。委員会は、少数者の学校－例えば在日韓国・朝鮮の人々の民族学校などが、たと

えそれが国の教育課程に沿うものであっても、公的に認められず、それゆえ、中央政府の補助金も受けられず、大学入学試

験受験資格も与えられない事実についても懸念を有する。 

60．委員会は、かなりの数の言語的少数者の児童生徒が在籍している公立学校の公式な教育課程において母国語教育が導入

されることを強く勧告する。さらに委員会は、それが国の教育課程に従うものであるときは、締約国が少数者の学校、特に

在日韓国・朝鮮の人々の民族学校を公式に認め、それにより、これらの学校が補助金その他の財政的援助を受けられるよう

にし、また、これらの学校の卒業資格を大学入学試験受験資格として認めることを勧告する。 

人種差別の撤廃に関する委員会の総括所見2001年3月20日  

15.在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でないことに留意する。委員会は、更に、「日本にお

ける初等教育の目的は、日本人をコミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育を

受けることを強制することは不適切である。」との締約国の立場に留意する。委員会は、強制が、統合の目的を達成するた

めに全く不適切であるとの主張に同意する。しかしながら、本条約第3条及び第5条（e）（v）との関連で、委員会は、本

件に関し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受が不平等なものとなることに繋

がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、本条約第5条（e）に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は

種族的出身について区別なく保障されることを確保するよう勧告する。 

16.委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリテ

ィの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は、特

に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを

受けていることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するた

めに適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保す

るよう勧告する。 

19.委員会は、締約国に受け入れられた難民の数が最近増加していることを留意しつつ、待遇に関する異なった基準が、一

方でインドシナ難民に、他方で限られた数の他の国民的出身の難民に適用されていることを懸念する。インドシナは住居、

財政的支援及び政府の援助による日本語語学コースへのアクセスがあるのに対し、これらの援助は概して他の難民には適用

されていない。委員会は、締約国に対し、これらのサービスについてすべての難民に対して等しい給付資格を確保するため

の必要な措置をとることを勧告する。また、この観点から、締約国に対し、すべての避難民が有する権利、特に、相当な生

活水準と医療についての権利を確保するよう勧告する。 
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15歳以上（47.9％）

図1　2001年「無国籍」者の年齢別割合

　　　　　　　　　　　　　　資料：法務省「在留外国人統計」より作成

n=1,941人

 

０～4歳（28.6％）

５～9歳（19.8％）

10～14歳（3.7％）

 
 
 
 
 

表２ 「無国籍」15歳未満の外国人登録者数の推移（1990年～2001年） 
                                     （各年末現在） 
国籍(出身地)/年 1990年 2001年 増加人数 ‘90年増減倍率(%) 
総数人(%) 1,476(100.0%) 1,941(100.0%) 465 1.3   (   31.5) 
15歳以上 1,343(91.0%) 930(47.9%)    -413 0.7   (  - 30.8) 
15歳未満 133(9.0%) 1,011(52.1%) 878 7.6   (  660.2) 
 ０～４歳 74(5.0%) 555(28.6%) 481 7.5   (  650.0) 
 ５～９歳 29(2.0%) 384(19.8%)        355 13.2   ( 1,224.1) 
 10～14歳 30(2.0%) 72(3.7%) 42 2.4   (  140.0) 

                                          
資料：法務省「在留外国人統計」より作成 

 
 
 
 
 
 
 

 202



��
��

�����
�����
������

���
���
���
���

����
����
����
����

������

��
��

�����
�����
������

���
���
���
���

����
����
����
����

������
��
��
��

�����
�����

������
������

���
���
���
���
���
���

����
����
����
����
����
����

������

��
��
��

�����
�����
�����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��

����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����

��
��
��

����
����
����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����

���
���
���

����
����
����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������

���
���
���
���

����
����
����
����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������

���
���
���
���
���

����
����
����
����
����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������

���
���
���
���
���
���

����
����
����
����
����
����

������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
������

��
��
��
��
��
��
��

����
����
����
����
����
����
����

�����

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������

�����

�����

年

人

1
0
歳
未
満
の

『
無
国
籍

』
児
数

      図2　10歳未満の『無国籍』児の推移
　　　   資料:法務省「在留外国人統計」より作成（’94年までは隔年発、以降毎年）
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資料：法務省入国管理統計より作成
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